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(57)【要約】
【課題】  超音波診断装置において血管の周期的挙動に
基づいた心疾患診断が容易ではない。
【解決手段】  血管径とその変化速度との組を二次元座
標としてその軌跡を描く。画像メモリ９０は、血管径に
応じてＸアドレスを定め、その変化速度に応じてＹアド
レスを定め、１心拍周期の軌跡を記憶する。加算器９４
は、乗算器９８にて所定係数倍されたフィードバックさ
れてきた自身の出力と、画像メモリ９０に記憶された軌
跡とを加算して出力する。これにより、各心拍周期の軌
跡が累積される。乗算器９８における係数を１より小さ
くすることにより、心拍周期が古いほど軌跡の輝度が減
衰されて表示される。カラーコーディング部１００は、
時相カラー表示制御部１０２が生成する心拍期間中の収
縮時相、拡張時相に応じた制御信号に基づいて、軌跡の
各時相対応部分の色相を変える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  被検体に超音波を送波し、被検体からの
反射波を受波して受信信号を出力する送受波手段と、
前記受信信号に基づいて、血管を含む周期運動を行う臓
器の運動情報として、第１生体情報を計測する第１情報
計測手段と、
前記受信信号又は別途計測される生体信号に基づいて、
前記臓器について第２生体情報を取得する第２情報取得
手段と、
第１座標軸に前記第１生体情報が表され、第２座標軸に
前記第２生体情報が表された二次元座標系上に、前記第
１生体情報及び前記第２生体情報の時間変化を表す軌跡
グラフを描く表示手段と、
を有することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】  請求項１記載の超音波診断装置におい
て、
前記第１情報計測手段は、前記第１生体情報として前記
被検体内の生体組織の変位を計測すること、を特徴とす
る超音波診断装置。
【請求項３】  請求項１又は請求項２に記載の超音波診
断装置において、
前記第２情報取得手段は、前記第１生体情報を所定時間
遅延させて前記第２生体情報を生成すること、を特徴と
する超音波診断装置。
【請求項４】  請求項１又は請求項２に記載の超音波診
断装置において、
前記第２情報取得手段は、前記第１生体情報を時間微分
して前記第２生体情報を生成すること、を特徴とする超
音波診断装置。
【請求項５】  請求項１又は請求項２に記載の超音波診
断装置において、
前記第２情報取得手段は、前記第２生体情報として心電
波形、心音波形又は血圧波形のいずれかを計測するこ
と、を特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】  請求項１記載の超音波診断装置におい
て、
前記第１情報計測手段は、前記第１生体情報として前記
被検体内の血管径を計測し、
前記第２情報取得手段は、前記第２生体情報として前記
血管径の変化速度を求めること、
を特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】  請求項１から請求項６のいずれかに記載
の超音波診断装置において、
前記表示手段は、受信信号に基づいて断層画像を生成す
る断層画像生成手段を有し、前記軌跡グラフと併せて前
記断層画像を表示すること、を特徴とする超音波診断装
置。
【請求項８】  請求項１から請求項７のいずれかに記載
の超音波診断装置において、
前記表示手段は、前記軌跡グラフの各構成点の表示状態*
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*を当該各構成点の表示開始からの経過時間に応じて変化
させることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】  請求項８記載の超音波診断装置におい
て、
前記表示手段は、前記経過時間が所定値に達した前記構
成点を消滅させることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】  請求項８記載の超音波診断装置におい
て、
前記表示手段は、前記経過時間の増加と共に前記構成点
の輝度を低下させることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１１】  請求項１から請求項１０のいずれかに
記載の超音波診断装置において、
前記臓器の運動周期を構成する複数の時相を判別する時
相判別手段を有し、
前記表示手段は、前記軌跡グラフの各構成点の表示状態
を当該各構成点が属する前記時相に応じて変化させるこ
とを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１２】  請求項１１記載の超音波診断装置にお
いて、
前記表示手段は、前記時相に応じて前記構成点の色相を
変化させることを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は超音波診断装置に関
し、特に、心拍動に同期して周期運動を行う心臓や血管
等の臓器の診断に供する超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来の超音波診断装置においては、周期
運動を行う臓器を観察するために、超音波の受信信号に
基づいて形成されるＭモード画像と、心電波形や心音波
形などの生体信号波形とを同時に表示することが行われ
ている。また、超音波エコーを用いて動脈血管などの生
体組織の運動を追跡するエコートラッキング法を行う超
音波診断装置も実用化されている。
【０００３】エコートラッキング法では超音波の波長以
下で数μｍ程度の微小変位を計測可能であり、当該方法
を用いた血管壁の変位計測から血管弾性を調べる研究が
行われている。血管の局所的な弾性を定量的に計測する
ことは、疾患や加齢による動脈硬化の程度を診断する上
で重要である。また、心筋の変位や変位速度を計測し、
虚血性心疾患による心筋梗塞部位の同定や進展の程度を
定量的に診断する研究も行われている。
【０００４】エコートラッキング法で直接得られる計測
データは、拍動による血管壁や心筋組織の変位である。
図８は血管径の時間変化の正常波形モデルを示すグラフ
であり、図９は動脈硬化を起こし血管壁の変位が小さく
なった疾患波形モデルを示すグラフである。これらのグ
ラフにおいて、それぞれ横軸は時間、縦軸は血管径を表
し、心拍動に同期して周期的に血管が拡張・収縮し、血
管径が時間的に変化する様子が示されている。図８と図
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９とを比較すると、血管径変化の振幅の差異は容易に認
めることができるが、疾患との関連を調べるためには、
単純な振幅の相違だけでは不十分であり、波形について
の分析が必要である。波形についての分析は例えば、変
化速度に基づいて行うことができる。この変化速度は、
エコートラッキング法により直接得られた血管径の変化
を時間微分することにより求められる。図１０は血管径
の変化速度の正常波形モデルを示すグラフであり、図１
１は変化速度の疾患波形モデルを示すグラフである。こ
れらのグラフにおいて、それぞれ横軸は時間、縦軸は変
化速度を表している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】血管径の時間的変化の
グラフから、振幅の異常のみならず波形の異常まで読み
取り、疾患を判定することは難しいという問題がある。
これに対し、血管径の時間的変化のグラフと、変化速度
の時間的変化のグラフとを並べて表示するという方法が
ある。しかし、この方法では診断者が、複数のグラフの
それぞれに現れる特徴を認識し、それらの情報を統合す
る必要があり、依然として判定は容易ではないという問
題があった。
【０００６】また、波形の一次元表示法では、モニタリ
ング等の長時間記録には大容量のメモリが必要であり、
装置の規模が大きくなるという問題や装置のコストが上
昇するといった問題があった。
【０００７】本発明は上記問題点を解消するためになさ
れたもので、例えば血管径と変化速度といった２つの情
報に基づく診断を容易に行うことができる超音波診断装
置を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明に係る超音波診断
装置は、被検体に超音波を送波し、被検体からの反射波
を受波して受信信号を出力する送受波手段と、前記受信
信号に基づいて、血管を含む周期運動を行う臓器の運動
情報として、第１生体情報を計測する第１情報計測手段
と、前記受信信号又は別途計測される生体信号に基づい
て、前記臓器について第２生体情報を取得する第２情報
取得手段と、第１座標軸に前記第１生体情報が表され、
第２座標軸に前記第２生体情報が表された二次元座標系
上に、前記第１生体情報及び前記第２生体情報の時間変
化を表す軌跡グラフを描く表示手段とを有するものであ
る。
【０００９】本発明によれば、それぞれ時間と共に変化
する第１生体情報と第２生体情報という２つの生体情報
が、第１座標軸方向に第１生体情報の値をとり、第２座
標軸方向に第２生体情報の値をとって、二次元座標系上
にプロットされる。すなわち、第１生体情報及び第２生
体情報それぞれの同時刻における値の組がそれを二次元
座標とする点として当該二次元座標系上に表示される。
表示手段は、各時刻においてプロットされた点を継続し
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て表示し、これにより当該二次元座標系上には、第１生
体情報及び第２生体情報の時間変化を示す軌跡が形成さ
れる。ちなみに、第１生体情報及び第２生体情報の時間
変動は基本的に臓器の周期運動に応じて生じるため、軌
跡は基本的にループ形状となる。なお、第１生体情報は
超音波の受信信号から計測される。一方、第２生体情報
は超音波の受信信号から直接得られるもののほか、他の
計測手段により得られる生体信号を用いることもでき
る。
【００１０】本発明の好適な態様は、前記第１情報計測
手段が、前記第１生体情報として前記被検体内の生体組
織の変位を計測する超音波診断装置である。
【００１１】他の好適な態様は、前記第２情報取得手段
が、前記第１生体情報を所定時間遅延させて前記第２生
体情報を生成する超音波診断装置である。
【００１２】別の好適な態様は、前記第２情報取得手段
が、前記第１生体情報を時間微分して前記第２生体情報
を生成する超音波診断装置である。例えば、第１生体情
報が変位である場合には、第２生体情報は変位速度とな
る。
【００１３】さらに別の好適な態様は、前記第２情報取
得手段が、前記第２生体情報として心電波形、心音波形
又は血圧波形のいずれかを計測する超音波診断装置であ
る。この態様では、第２生体情報は、超音波の受信信号
からではなく、他の計測手段を用いて得られるものであ
る。
【００１４】また別の好適な態様は、前記第１情報計測
手段が、前記第１生体情報として前記被検体内の血管径
を計測し、前記第２情報取得手段が、前記第２生体情報
として前記血管径の変化速度を求める超音波診断装置で
ある。
【００１５】他の本発明に係る超音波診断装置において
は、前記表示手段が、受信信号に基づいて断層画像を生
成する断層画像生成手段を有し、前記軌跡グラフと併せ
て前記断層画像を表示することを特徴とする。
【００１６】本発明によれば、第１生体情報と第２生体
情報とが軌跡グラフに統合的に表示されるだけでなく、
さらに断層画像が併せて表示される。よって、１つの表
示画面に提示される情報に基づいて、より精度の高い診
断が可能となる。
【００１７】本発明に係る超音波診断装置においては、
前記表示手段が、前記軌跡グラフの各構成点の表示状態
を当該各構成点の表示開始からの経過時間に応じて変化
させることを特徴とする。
【００１８】本発明によれば、新たに得られた第１生体
情報及び第２生体情報に基づく二次元座標系上の点は継
続して表示され、それにより軌跡が形成される。ここで
その表示の継続時間に応じて、軌跡の構成点の表示状態
（例えば、表示の有無、輝度、色）を変化させることに
より、軌跡のうち新しい部分と古い部分とを視覚的に容



(4) 特開２００２－１７７２８

10

20

30

40

50

5
易に識別することができる。
【００１９】本発明の好適な態様は、前記表示手段が、
前記経過時間が所定値に達した前記構成点を消滅させる
超音波診断装置である。本態様では、古い部分が順次消
滅され、軌跡グラフが見やすくなり、それに基づく診断
が容易となる。
【００２０】また他の好適な態様は、前記表示手段が、
前記経過時間の増加と共に前記構成点の輝度を低下させ
る超音波診断装置である。
【００２１】別の本発明に係る超音波診断装置は、前記
臓器の運動周期を構成する複数の時相を判別する時相判
別手段を有し、前記表示手段は、前記軌跡グラフの各構
成点の表示状態を当該各構成点が属する前記時相に応じ
て変化させるものである。
【００２２】本発明によれば、時相判別手段は、臓器の
運動の周期を構成する複数の時相を判別する。これによ
り例えば、心臓の拡張期と収縮期とが異なる時相として
判別される。そして、臓器の運動の周期性に基づいてル
ープ形状となる各軌跡が、当該時相に応じて異なる表示
状態の部分に区分される。これにより、各軌跡に時相情
報が統合されて診断がさらに容易となる。
【００２３】本発明に好適な態様は、前記表示手段が、
前記時相に応じて前記構成点の色相を変化させる超音波
診断装置である。
【００２４】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態について
図面を参照して説明する。
【００２５】図１は、本発明の実施の形態に係る超音波
診断装置の構成を示す概略のブロック図である。図１に
おいて、プローブ１０は、超音波パルスの送波及びエコ
ーの受波を行う超音波探触子である。このプローブ１０
は振動子アレイを有しており、その振動子アレイの電子
走査によって超音波ビームが電子的に走査される。その
電子走査方式としては例えば電子リニア走査や電子セク
タ走査などを挙げることができる。
【００２６】送信ビームフォーマー１２は制御部１４に
よる制御に従って、振動子アレイの各チャネルごとに遅
延された送信パルスをプローブ１０へ出力する。振動子
ごとの遅延量は、送波される超音波が所望のビームを形
成するように、また、送波ビームの方向に応じて制御さ
れる。操作者は、操作パネル１６から例えば、超音波ビ
ームの集束点や送信パワー等の各種条件を操作・変更す
ることができる。
【００２７】プローブ１０は、送信ビームフォーマー１
２により駆動されて、被検体へ超音波ビームを送波する
と共に、被検体からのそのエコーを受波する。プローブ
１０は、振動子アレイの各チャネルごとに、受信信号を
受信ビームフォーマー２０へ出力する。受信ビームフォ
ーマー２０は、制御部１４からの制御に基づいて動作
し、チャネル間の受信信号の位相差を調整して互いに加
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算する整相加算処理を行って受信ビームを形成する。
【００２８】この受信ビームフォーマー２０の出力は、
各種受信信号処理回路にて利用される。エコートラッキ
ング処理部３０は、受信信号に基づいて受信ビーム上に
現れる特徴点を抽出する。図２は、エコートラッキング
処理部３０のブロック図である。受信ビームフォーマー
２０にて整相加算されたＲＦエコー信号は補間器７０に
入力される。ＲＦエコー信号は補間器７０にて、所望の
変位計測精度が得られるようにアップサンプリングさ
れ、適当なフィルタ処理で補間された信号がゼロクロス
検出器７２へ出力される。ゼロクロス検出器７２は、入
力された受信信号の振幅の極性が反転するゼロクロス点
を検知する。エコートラッキング回路７４，７６はそれ
ぞれ目標箇所をトラッキングする回路であり、ゲート発
生器７８が発生するゲートが開いている期間内の受信信
号に現れるゼロクロス点のタイミングを検知し、目標箇
所の位置ξ１，ξ２を検知する。本装置では、超音波ビ
ームが血管を通過するように設定され、２つのエコート
ラッキング回路７４，７６を用いて、血管の前壁及び後
壁の位置をトラッキングすることができる。なお、検知
された位置ξ１，ξ２はゲート発生器７８に入力される
エコートラッキングゲートの発生タイミングにフィード
バックされ、これによりゲート発生器７８は目標箇所の
変位に追随したゲートを発生してエコートラッキング回
路７４，７６へ出力する。減算器８０はエコートラッキ
ング回路７４，７６から血管前壁位置ξ１と後壁位置ξ
２とを入力され、差（ξ２－ξ１）を計算して、これを
血管径ξとして出力する。また微分器８２は、減算器８
０から出力された血管径信号を時間微分して、血管径変
化速度（ｄξ／ｄｔ）を計算して出力する。
【００２９】再び図１に基づいて説明する。エコートラ
ッキング処理部３０からは上述のように血管壁の位置ξ
１，ξ２、血管径ξ、及びその変化速度ｄξ／ｄｔが出
力される。
【００３０】白黒処理部３２は、エコー信号の強度を求
める。このエコー信号強度のデータは、白黒のコントラ
ストで表現される超音波画像、例えばＢモード画像等の
断層画像の形成に利用される。
【００３１】カラードプラ処理部３４は、受信信号を直
交検波して複素信号を生成し、さらに自己相関処理を行
って、カラードプラ画像形成のためのデータを生成し出
力する。
【００３２】スペクトルドプラ処理部３６は、受信信号
を直交検波して得られた複素信号に基づいて周波数解析
を行い、スペクトル表示のためのデータを生成し出力す
る。
【００３３】これらエコートラッキング処理部３０、白
黒処理部３２、カラードプラ処理部３４、スペクトルド
プラ処理部３６の出力はスキャンコンバータ４０に入力
され、超音波ビームに沿った受信信号から、表示器の走
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7
査方式に対応した信号への変換が行われる。
【００３４】グラフィック処理部４４は、スキャンコン
バータ４０に格納された各種受信信号処理回路からの出
力データが入力され、表示器４６上に表示するための画
像を合成し、当該画像のビデオ信号を表示器４６へ出力
する。グラフィック処理部４４はエコートラッキング処
理部３０からの信号に基づいて、後述する軌跡グラフの
ビデオ信号を生成する機能も有している。なお、本装置
は生体信号入力部５０を備え、この生体信号入力部５０
は、心電波形センサ５２、心音波形センサ５４、血圧セ
ンサ５６を有し、それぞれ被検体から心電信号（ＥＣ
Ｇ）、心音信号（ＰＣＧ）、血圧信号（ＢＰ）を取得
し、グラフィック処理部４４に入力する。
【００３５】図３は、グラフィック処理部４４の軌跡グ
ラフ表示に係る部分の概略のブロック図である。画像メ
モリ９０は、エコートラッキング処理部３０からの血管
径信号ξ、変化速度信号ｄξ／ｄｔを入力され、横軸が
血管径ξを、また縦軸が変化速度ｄξ／ｄｔを表す二次
元グラフである軌跡グラフの画像データを生成、保持す
る。すなわち、軌跡グラフは、各時刻における血管径ξ
及び変化速度ｄξ／ｄｔの組で表される二次元座標
（ξ，ｄξ／ｄｔ）をプロットしたものである。
【００３６】軌跡グラフの形成は、例えば、画像メモリ
９０のアドレス制御回路が、信号ξに基づいて横軸に対
応するＸアドレスを生成し、信号ｄξ／ｄｔに基づいて
縦軸に対応するＹアドレスを生成し、これらＸ，Ｙアド
レスで指定される画素に所定データを書き込むことによ
り行うことができる。
【００３７】グラフィック処理部４４は、生体信号入力
部５０からの生体信号を画像メモリの書き込みや読み出
し用のタイミング信号として利用する。ここで示す例で
は、ＥＣＧ同期信号検出部９２がＥＣＧ信号から例えば
Ｒ波を検出し、そのタイミングに基づいて同期信号が生
成され画像メモリ９０に供給される。画像メモリ９０
は、この同期信号を入力されると、それまでの心拍周期
において形成された軌跡グラフの画像データを出力した
後、その記憶内容を消去し、次の心拍周期の軌跡グラフ
の形成、記憶を開始する。
【００３８】グラフィック処理部４４は、軌跡グラフに
残像処理を施す機能を有している。すなわち、画像メモ
リ９０から出力される各心拍周期における軌跡が複数心
拍周期にわたり累積されると共に、軌跡が描かれた心拍
周期が古いほど、当該軌跡の輝度が弱められる残像処理
機能を有している。この残像処理は加算器９４、画像メ
モリ９６、乗算器９８を用いて行われる。加算器９４は
過去の心拍周期において累積された軌跡グラフのデータ
を乗算器９８から入力され、これに画像メモリ９０から
出力される新たな心拍周期の軌跡グラフのデータを加算
して出力する。これにより軌跡グラフが複数心拍周期に
わたって累積される。ここで、血管径ξ及び変化速度ｄ
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ξ／ｄｔは共に心拍に同期した周期的な挙動を示すた
め、累積された軌跡グラフは、ループ状に循環する形状
を有する。
【００３９】加算器９４から出力された軌跡グラフの画
像データは、カラーコーディング部１００へ入力される
と共に、画像メモリ９６に一旦記憶される。乗算器９８
は、この画像メモリ９６から出力されるデータに所定の
係数ｋを乗算し、その乗算結果を加算器９４へ渡す。こ
こで係数ｋを１より小さく設定することにより、古い心
拍周期に得られた軌跡ほど輝度が弱められる効果が得ら
れる。なお、画像メモリ９６からのデータ読み出しのタ
イミング制御はＥＣＧ同期信号検出部９２からの同期信
号に基づいて行われる。
【００４０】グラフィック処理部４４は、さらに時相カ
ラー表示処理を行って、表示器４６へのビデオ信号を生
成する。時相カラー表示処理とは、一心拍内の各時相に
対して軌跡を異なる色で表示させる処理であり、例え
ば、心臓の収縮時相には赤色、拡張時相には青色をそれ
ぞれ割り付け、その間の時相には黄色や緑色等の色相を
割り付ける処理が行われる。この時相カラー表示処理
は、時相カラー表示制御部１０２とカラーコーディング
部１００とによって行われる。例えば、ＥＣＧ同期信号
検出部９２がＥＣＧの波形に基づいて時相を判別し、時
相カラー表示制御部１０２はＥＣＧ同期信号検出部９２
からの同期信号に基づいて、色相割り付け制御信号をカ
ラーコーディング部１００へ出力する。カラーコーディ
ング部１００はこの色相割り付け制御信号に基づいて各
時相に対応した色相を各軌跡に付与し、この色相が付与
された軌跡グラフの画像データを生成する。このように
して残像処理及び時相カラー表示処理が施された軌跡グ
ラフのビデオ信号が生成され表示器４６へ出力される。
【００４１】上述したように軌跡グラフは循環表示形式
を有するため、画像メモリ９０，９６の所要容量は、そ
の軌跡が描くループの二次元的な広がりに応じて定ま
り、計測時間が長くなっても所要容量が増えることはな
い。
【００４２】図４は、血管径とその変化速度との相関を
示す軌跡の循環表示の正常モデルの一例であり、血管径
の時間変化は図８に示すもの、また変化速度は図１０に
示すものに対応している。一方、図５は、血管径とその
変化速度との相関を示す軌跡の循環表示の動脈硬化モデ
ルの一例であり、血管径の時間変化は図９に示すもの、
また変化速度は図１１に示すものに対応している。ま
た、図６は、これら正常モデル及び動脈硬化モデルを同
時に示した循環表示の例である。図６は、正常モデルの
軌跡のパターンと動脈硬化モデルの軌跡のパターンとの
相違が容易に認識されるものであり、本装置の軌跡グラ
フ表示により診断が容易となることを示している。
【００４３】なお、ここでは図３を用いて、グラフィッ
ク処理部４４のうち、本装置の特徴的構成である軌跡グ
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ラフ表示に係る説明を行ったが、グラフィック処理部４
４は、この軌跡グラフの画像に、白黒処理部３２、カラ
ードプラ処理部３４、スペクトルドプラ処理部３６の処
理結果に基づく画像を必要に応じて合成表示するビデオ
信号を生成することができる。
【００４４】図７は、表示器４６における表示例を示す
模式図である。この表示例では、画面の右下部分に血管
径とその変化速度との軌跡グラフ表示１１０が表示さ
れ、これに加えて左側には、超音波によりエコートラッ
キングされる血管のＢモード断層画像１１２、また右上
部分には血管径の時間変化のグラフ１１４が表示され
る。ちなみに、図に示すＢモード断層画像１１２には、
血管の前壁像１１６、後壁像１１８、超音波ビーム１２
０、エコートラッキングゲートを示すマーカ１２２が示
されている。
【００４５】なお、上述の超音波診断装置は、心疾患や
血管疾患の診断を目的として、血管径とその変化速度と
の相関を軌跡グラフに表した。しかし、他の診断目的又
は同様の診断目的のために、他の生体情報間の相関を軌
跡グラフに表現することもできる。例えば、一方を超音
波の受信信号に得られる生体情報とし、他方を例えば心
電センサ、心音センサ、又は血圧センサから得られる生
体信号値とすることができる。また、他方を一方の生体
情報を遅延させた信号値とすることもできる。
【００４６】またグラフィック処理部４４では乗算器９
８の係数に応じて古い周期の軌跡を段階的に弱める構成
としたが、これに代えて、ある所定周期数が経過するま
では輝度を一定に維持し、当該所定周期数が経過した軌
跡は消去するという構成も可能である。
【００４７】また、一心拍周期中の時相に応じて色相を
変更するのではなく、軌跡の経過周期数に応じて色相を
変える構成も可能である。
【００４８】
【発明の効果】本発明の超音波診断装置によれば、ある
時刻における２つの生体情報の組を１つの二次元座標と
してプロットすることにより、その軌跡が生体の臓器の
運動の周期性に基づいてループ形状に表される。この表
示形式によれば、１つのグラフに２つの生体情報が統合
にされて表現されるため、それに基づく診断はそれら個
々の生体情報を別個に判定する場合よりも容易となる。*
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*【００４９】また、心拍動に同期した生体運動の周期性
から、軌跡は限られた領域内で循環するループ形状とな
る。その記録は当該領域に対応したサイズの画像メモリ
を用いて行うことができ、計測時間に応じて大容量のメ
モリが必要になる不都合が生じない。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施の形態に係る超音波診断装置の
構成を示す概略のブロック図である。
【図２】  エコートラッキング処理部のブロック図であ
る。
【図３】  グラフィック処理部の軌跡グラフ表示に係る
部分の概略のブロック図である。
【図４】  血管径とその変化速度との相関の正常モデル
を示す軌跡グラフである。
【図５】  血管径とその変化速度との相関の動脈硬化モ
デルを示す軌跡グラフである。
【図６】  正常モデル及び動脈硬化モデルを同時に示し
た軌跡グラフである。
【図７】  表示器における表示例を示す模式図である。
【図８】  血管径の時間変化の正常波形モデルを示すグ
ラフである。
【図９】  血管径の時間変化の疾患波形モデルを示すグ
ラフである。
【図１０】  血管径の変化速度の正常波形モデルを示す
グラフである。
【図１１】  血管径の変化速度の疾患波形モデルを示す
グラフである。
【符号の説明】
１２  送信ビームフォーマー、１４  制御部、１６  操
作パネル、２０  受信ビームフォーマー、３０  エコー
トラッキング処理部、３２  白黒処理部、３４カラード
プラ処理部、３６  スペクトルドプラ処理部、４０  ス
キャンコンバータ、４４  グラフィック処理部、４６  
表示器、５０  生体信号入力部、５２心電波形センサ、
５４  心音波形センサ、５６  血圧センサ、７０  補間
器、７２  ゼロクロス検出器、７４，７６  エコートラ
ッキング回路、７８  ゲート発生器、８０  減算器、９
０，９６  画像メモリ、９２  ＥＣＧ同期信号検出部、
９４  加算器、９８  乗算器、１００  カラーコーディ
ング部、１０２  時相カラー表示制御部。

【図４】 【図５】
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